
▶ 障害者の雇用を検討中の求人者の皆さまへ

【ご案内】障害者専用求人の申込みについて

障害者に限定した求人

 ハローワークでは、障害者を対象とした求人の申込みを受け付けています

 随時開催している就職相談会では、面接する前に、障害のある方と面談して、お願い

できる仕事内容や必要な配慮事項を確認・相談できます

静岡労働局 ハローワーク焼津 求人・専門援助部門

担当：障害者担当 TEL：054-628-5155（31＃）

お問い合わせ先

HW焼津の求人者向け
メニューはコチラ！

焼津所060716 求03
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１ 障害者専用求人を申込みするまでの流れ

２ 障害者の雇用に向けた支援

 障害者を雇用する事業主や雇用しようとしている事業主に、雇用管理上の配慮など

についての助言や、必要に応じて地域障害者職業センターなどの専門機関の紹介、

各種助成金の案内を行っています

 専門の職員・相談員が就職を希望する障害者にきめ細かな職業相談を行い、就職

した後は業務に適応できるよう職場定着指導も行っています

３ 障害者雇用の取組を進めるポイント

 障害者雇用のメリットを踏まえ、経営戦略として障害者雇用に取り組む方針を

トップ自らが示すことが、社内の理解を促す上でも効果的です

 障害者雇用に関する社内研修にハローワークから講師を派遣することもできます


